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1166  国国際際教教育育 

  ((11))  国国際際教教育育ととはは 

    国際教育とは、国際化した社会において、地球的視野に立って、主体的に行動するために必要と

考えられる態度・能力の基礎を育成するための教育である。そのねらいは、自己を確立し、他者を

受容し共生しながら、発信し行動できる力を育成することにある。 

 

  ((22))  国国際際教教育育のの理理念念とと目目標標 

  ① 国際教育の理念 

    国際化が一層進展している社会においては、異文化に対する理解や、異なる文化をもつ人々と

共に協調していく態度などを育成することは極めて重要なことである。一人一人が相互理解に基

づく多文化共生という視点をもち、国際社会の一員としてどのように生きていくかという主体性

を一層強く意識しながら、国際社会の平和と発展に寄与する態度の育成が求められている。 

②  国際教育の目標 

国際教育を通じて、全ての児童生徒に次のような態度や能力を身に付けることができるように

すべきである。 

ア 異文化や異なる文化をもつ人々を受容し、共生することのできる態度・能力  

イ 自らの国の伝統・文化に根ざした自己を確立し、自分の考えや意見を表現できる態度・能力 

ウ 自らの考えや意見を自ら発信し、具体的に行動することのできる態度・能力  

多様な人々との日常的な交流が拡大する中にあっては、異文化や異なる文化をもつ人々を理解

するだけでなく、それらを受容しながら共生することのできる力が重要となる。 

 

  ((33))  国国際際教教育育をを推推進進すするる上上ででのの留留意意事事項項 

① 授業実践の推進 

単なる体験や交流活動に終始しないように留意する必要がある。平和、人権、環境、開発など

の地球規模的課題や今日的課題を、児童生徒の身近な課題として取り入れるようにするととも

に、学習の成果を児童生徒が自分との関わりの中で実感できるように、調べ学習や体験学習、交

流活動などを効果的に実施し、スパイラルな課題探究、解決型の学習プロセスを大切にする。 

② 教育活動全体の中での位置付け 

外国語活動や外国語科の授業のみが国際教育というわけではない。それ以外にも、学校行事や

総合的な学習（探究）の時間、特別活動などの時間に外国の方を招いての「国際交流」の機会を

設けることなどが考えられる。すなわち各教科、道徳科、総合的な学習（探究）の時間、特別活

動などを含めた学校全体の教育活動の中で取り組むことが重要である。 

③ 直接的な異文化体験の重視 

留学、研修旅行、海外修学旅行や姉妹校提携など、様々な形態での交流活動が考えられる。児

童生徒の発達段階に応じ、地域や学校の実情に合わせて、バランスのとれた国際交流を進めてい

くことが重要である。異なる文化・生活・習慣をもつ同年代の児童生徒との交流活動や、ＡＬＴ

等との交流により、異文化を直接体験することは、国際性を養うという意味で大きな意義をもつ。 

④ 地域との連携 

国際教育は、学校の中だけでなく、学校外の教育的資源を活用しながら推進することも必要で

ある。学校外の地域人材の活用や児童生徒の校外における交流活動など、様々な体験活動も重視

した地域との連携が求められる。 

⑤ 帰国・外国人児童生徒等教育との関連 

帰国・外国人児童生徒等の母語や文化を紹介し、国際理解を進めるという取組が行われている

例は多い。文化の差異を過度に強調してしまうことがないよう、児童生徒等がお互いの違いを理

解・尊重し、対等な立場で意見や考えを述べ、また協力し合うという視点をもち、児童生徒等の

相互理解を通じた国際教育を推進していくことが大切である。 

 

＜参考（引用）文献＞ 

・「初等中等教育における国際教育推進検討会報告」 平成17年８月 文部科学省 

・「小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック」 平成29年７月 文部科学省 
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1177  情情報報教教育育 

  急速に情報化が進展し、予測困難な社会では、職業生活だけでなく、学校での学習や生涯学習、

家庭生活、余暇生活など人々の日常的な活動において、さらには自然災害等の非常時においても、

ＩＣＴ機器やネットワークサービスを活用して、情報を適切に収集・選択・活用していくことが

不可欠となっている。このため、情報や情報手段を主体的に選択し活用していくために必要な情

報活用能力や、物事を多面的・多角的に吟味し見定めていく力（いわゆる「クリティカル・シン

キング」）、データの統計的な分析に基づき判断する力、問題そのものを見いだし解決に向けて

取り組むために必要な知識やスキル（問題発見・解決能力）などを、各学校段階を通じて体系的

に育んでいくことの重要性が高まっている。 

  一方、スマートフォンやソーシャル・ネットワーキング・サービスが急速に普及し、これらに

まつわるトラブルなども増大していることから、時代にふさわしい情報モラルを身に付けていく

必要があることも指摘されている。 

  このような中、平成28年12月の中央教育審議会答申において、教科等の枠を越えて全ての学習

の基盤として育まれ活用される資質・能力として、情報活用能力は資質・能力の三つの柱に沿っ

て再整理され、教科等の関係や、教科等の枠を越えて共通に重視すべき学習活動との関係を明確

にし、教育課程全体を見渡して組織的に取り組み、確実に育んでいくことができるようにするこ

とが重要であるとされた。＜＜「「幼幼稚稚園園、、小小学学校校、、中中学学校校、、高高等等学学校校及及びび特特別別支支援援学学校校のの学学習習指指導導

要要領領等等のの改改善善及及びび必必要要なな方方策策等等ににつついいてて（（答答申申））」」（（平平成成2288年年1122月月））3355,,3377,,3388頁頁よよりり＞＞  

  さらに、児童生徒向けの１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する

ＧＩＧＡスクール構想の加速と相まって、学習指導要領を着実に実施するに当たっては、ＧＩＧＡ

スクール構想により整備されるＩＣＴ環境を最大限活用し、全ての子供たちの可能性を引き出す

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を充実していくことが重要であるとされている。＜＜「「令令

和和のの日日本本型型教教育育」」のの構構築築をを目目指指ししてて～～全全ててのの子子供供たたちちのの可可能能性性をを引引きき出出すす、、個個別別最最適適なな学学びびとと、、

協協働働的的なな学学びびのの実実現現～～（（答答申申））」」（（令令和和３３年年１１月月））よよりり＞＞ 

 

  ((11))  教教育育のの情情報報化化   

    ＜＜教教育育のの情情報報化化にに関関すするる手手引引－－追追補補版版－－（（令令和和２２年年６６月月））１１～～２２頁頁よよりり＞＞ 

   「教育の情報化」とは、情報通信技術の、時間的・空間的制約を超える、双方向性を有する、

カスタマイズを容易にするといった特長を生かして、教育の質の向上を目指すものであり、具体

的には次の三つの側面から構成され、これらを通して教育の質の向上を図るものである。 

    ①①  情情報報教教育育 

    子供たちの情報活用能力の育成 

    ②②  教教科科指指導導ににおおけけるるＩＩＣＣＴＴ活活用用 

    ＩＣＴを効果的に活用した分かりやすく深まる授業の実現等 

    ③③  校校務務のの情情報報化化 

    教職員がＩＣＴを活用した情報共有によりきめ細やかな指導を行うことや、校務の負担軽減等 

   あわせて、これらの教育の情報化の実現を支える基盤として、 

   ・教師のＩＣＴ活用指導力等の向上 

   ・学校のＩＣＴ環境の整備 

   ・教育情報セキュリティの確保 

   の３点を実現することが極めて重要である。 
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